
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
港　

湾　

課
）　

三
一

 
訓

令

甲

〇
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

三
一

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

三
四

 
教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

三
四

〇
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

三
七

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

五
九

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

五
九

 
規

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
一
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
項
第
八
号
ホ
中
「
連
帯
保
証
人
及
び
」
を
「
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯

し
て
債
務
を
負
担
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
県
税
に
係
る
」

を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税
」
を
「
法
人
の
県
民
税
及
び
法
人
の
事
業
税
」
に

改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
五
条
の
四

第
二
項
」
に
改
め
、「
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
二
項
」
を
加
え
、「
第
六
条
の
十
第
三

項
」
を
「
第
六
条
の
十
第
四
項
」
に
改
め
、「
第
六
条
の
十
一
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
九
条
の
九
の
八
第
二
項
、
第

九
条
の
九
の
九
第
二
項
」
を
、「
第
三
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」

を
加
え
、「
及
び
第
四
十
三
条
の
十
四
第
四
項
」
を
「
、
第
四
十
三
条
の
十
四
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
十
六
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
五
条
の
四

第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の

四
第
三
項
、第
七
十
四
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
五
条
の
四

第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の

四
第
三
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、「
県
税
に
係
る
」

（1）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 
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を
削
り
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
小
切
手
」
の
下
に
「（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
県
の
歳
入
の
納
付
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
小
切
手
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
特
別
徴
収
義
務
者
又
は
納
税
者
（
申
告
納
付
す
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）」
を
「
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
及
び
法
第
百
四
十

四
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
者
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
納
税
者
又
は
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
災
害
を
受
け
た
事
業
用

資
産
」
を
「
事
業
用
資
産
若
し
く
は
住
宅
又
は
家
財
が
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
場
所
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
市
町
村
長
」
を
「
都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
社

会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
長
」
に
改
め

る
。

　

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
除
く
。）」
の
下
に
「
並
び
に
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
の
三
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
自
動
車
の
修
理
を
行
つ
た
者
の
発
行
す
る
証
明
書
そ
の
他
」
を
削
る
。

　

第
七
十
三
条
第
三
号
中
「
県
税
に
係
る
」
を
削
る
。

　

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６　

減
免
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
減
免
条
例
附
則
第
二
十
項
に
規
定
す
る
減
免
を
必

要
と
す
る
事
由
と
な
る
べ
き
事
実
を
証
す
る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

　

二　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
損
益
計
算
書

　

三　

そ
の
他
県
税
事
務
所
長
が
指
示
す
る
書
面

７　

前
項
の
規
定
は
、
減
免
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免
条
例
附
則
第
二
十
項
に
規
定

す
る
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
と
な
る
べ
き
事
実
を
証
す
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

別
表
様
式
第
五
十
八
号
の
項
中
「
そ
の
二
」
を
「
そ
の
二　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
六
十
号
の
二
の
項
の
次
に
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三
」

よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
六
十
号
の
三　
　

法
人
県
民
税
免
除
申
請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
条
例
附
則
第
十
九
項

　

様
式
第
六
十
号
の
四　
　

法
人
県
民
税
減
免
申
請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
条
例
附
則
第
十
九
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
事
業
税

　

様
式
第
六
十
号
の
五　
　

法
人
県
民
税
減
免
（
免
除
）
決
定
通
知
書　

そ
の
一　
　
　
　

減
免
条
例
附
則
第
十
九
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
人
事
業
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
二

　

別
表
様
式
第
六
十
一
号
の
項
中
「
そ
の
二
」
を
「
そ
の
二　

に
、「
減
免
条
例
第
九
条
」
を
「
減
免
条
例
第
九
条　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三
」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
条
例
附
則
第
二
十

　
　
　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
百
十
二
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
項
」

　

様
式
第
百
十
二
号　
　
　

軽
油
引
取
税
減
免
申
請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
条
例
附
則
第
二
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

項

　

別
表
様
式
第
百
五
十
八
号
の
項
中
「
国
徴
法
第
六
十
二
条
」
を
「
国
徴
法
第
六
十
二
条　
　
　

に
改
め
、
同
表
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
徴
法
第
六
十
二
条
の
二
」

第
百
七
十
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
七
十
号　
　
　

差
押
通
知
書　

そ
の
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
徴
法
第
七
十
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
徴
法
第
七
十
三
条
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三

　

別
表
様
式
第
二
百
十
七
号
の
項
中
「
国
徴
法
規
則
第
六
条
」
を
「
国
徴
法
令
第
二
十
六
条
の　

に
改
め
、
同
表
凡
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

中
「
国
徴
法
規
則
」
を
「
国
徴
法
令
」
に
、「
国
税
徴
収
法
施
行
規
則
」
を
「
国
税
徴
収
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
十
八
号
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）



（3）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第58号（その１）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）



　

様
式
第
五
十
八
号
（
そ
の
二
）
中
「様

式
第
58   号

（そ
の
２

）」
を
「様

式
第
58   号

（そ
の
３

）」
に
、「第

３
条
第

１
項
第
２
号

」
を
「第

３
条
第
１
項
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
十
八
号
（
そ
の
三
）
と
し
、
様
式
第
五

十
八
号
（
そ
の
一
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

 

（5）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

様式第58号（その２）



（7）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



　

様
式
第
六
十
号
の
二
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）



（9）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第60号の３



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

様式第60号の４



（11）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

様式第60号の５（その１）

�



（13）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第60号の５（その２）

�



　

様
式
第
六
十
一
号
（
そ
の
二
）
中
「第

５
条

」
の
下
に
「，

附
則
第
16   項

」
を
加
え
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）



（15）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第61号（その３）



　

様
式
第
百
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）



（17）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第112号



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）



　

様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
二
）
及
び
様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（19）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）

様式第153号（その２）



（21）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第153号（その３）



　

様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
四
）
中
「（
不
動
産
・
電
話
加
入
権
用
）」
を
「（
不
動
産
・
第
三
債
務
者
等
が
な
い
無

体
財
産
権
等
用
）」
に
改
め
、「（電

話
加
入
権
用
に
使
用
す
る
場
合
に
の
み
教
示
す
る

。）」
を
削
る
。

　

様
式
第
百
五
十
三
号
（
そ
の
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （22）



（23）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第153号（その５）



　

様
式
第
百
五
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （24）



（25）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第158号（その１）

�



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （26）

様式第158号（その２）



　

様
式
第
百
七
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（27）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （28）

様式第170号（その１）



（29）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第170号（その２）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （30）

様式第170号（その３）



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）

第
三
十
一
条
及
び
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
、
新
規
則
第
三
十
四
条
第

三
項
の
規
定
は
同
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
一
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と

い
う
。）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
個
人
の
事
業
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号

　
　
　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
重
要
港
湾
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
」
に
改
め
る
。　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
号

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
育
児
休
業
を
」
を
「
条
例
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業

の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き
、
育
児
休
業
を
」
に
改
め
、「
一
月
」
の
下
に
「（
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週
間
）」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（31）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （32）

様式第１号（第２条関係）



（33）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
の
二
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
十
条
」
の
下
に
「（
同
条
例
附
則
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、

「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
三
十
五
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
 

を

 

」　

 

「
 

に　

 

」　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
添
え
て
」
の
下
に
「
、
条
例
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を

請
求
す
る
場
合
を
除
き
」
を
、「
一
月
」
の
下
に
「（
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週

間
）」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
条
例
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
四
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
、
第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （34）

自
動
車
税

鉱
区

税

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
税

鉱
区

税

滞
繰

料
理
飲
食

等
消
費
税

旧法による税

滞
繰

特
別
地
方
消
費
税

計

旧法による税
計

現
年

総
合
計
滞
繰計

現
年

総
合
計
滞
繰計

地
方
法
人
特
別
税



（35）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第１号（第３条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （36）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
連
帯
保
証
人
」
を
「
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
保
証
人
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
連
帯
保
証
人
又
は
保
証
人
」
を
「
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た

者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
保
証
人
」
に
、「
連
帯
保
証
人
等
変
更
願
」
を
「
保
証
人
変
更
願
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
連
帯
保
証
人
又
は
保
証
人
」
を
「
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て

債
務
を
負
担
す
る
保
証
人
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
連
帯
保
証
人
」
を
「
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し

て
債
務
を
負
担
す
る
保
証
人
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
一
か
ら
様
式
第
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（37）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （38）

様式第１号の１（第９条関係）



（39）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （40）

様式第１号の２（第９条関係）



（41）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （42）

様式第２号（第10条関係）



　

様
式
第
五
号
の
一
及
び
様
式
第
五
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（43）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （44）

様式第５号の１（第11条関係）



（45）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第５号の２（第12条関係）



　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （46）



（47）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第８号（第15条関係）



　

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （48）



（49）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第10号（第17条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （50）

様式第11号（第18条関係）



（51）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第12号（第20条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （52）

様式第13号（第20条関係）



（53）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第14号（第21条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （54）

様式第15号の１（第22条関係）



（55）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第15号の２（第22条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （56）

様式第15号の３（第22条関係）



（57）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 

様式第16号の１（第22条関係）



号外第66号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （58）

様式第16号の２（第22条関係）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

�　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

七－

十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
を
第
四
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
第
四
号
イ�
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
二
条　

育
児
休
業
条
例
第
二
条
第
四
号
イ�
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が

三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
で

一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
と
す
る
。

　

（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条　

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一　

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
を
希

望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な

い
場
合

二　

常
態
と
し
て
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ

る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
っ
て

当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ　

死
亡
し
た
場
合

ロ　

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に

な
っ
た
場
合

ハ　

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
当
該
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ

た
場
合

ニ　

八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
場
合
又
は
産
後
八

週
間
を
経
過
し
な
い
場
合

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
第
二
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
七
条　

育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
第
二
号
ロ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が

三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
で

一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六

時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

�　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
二
条
第
一
号
ト�
」
を
「
第
四
条
第
一
号
ト�
」
に
改
め
、
同�
中
「
第
二
条
第
一
号
ト
（
３
）」

を
「
第
四
条
第
一
号
ト�
」
に
改
め
、
同�
中
「
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
及
び

第
五
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

（59）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第66号　　 


